
石川県感染管理認定看護師確保重点支援事業費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、感染管理の分野で熟練した看護技

術と知識を有する「感染管理認定看護師」の養成を積極的に進め、県内での感染管理の強化を

図ることを目的に、当該年度に感染管理認定看護師養成研修を受講する看護職員を雇用してい

る医療機関に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができるものとする。その補助金の

交付に関しては、石川県補助金交付規則（昭和３４年石川県規則第２９号。以下「規則」とい

う。）及びこの要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「感染管理認定看護師養成研修」とは、社団法人日本看護協会が認定

看護師教育機関として認定した施設（日本看護協会認定看護師規則第１１条の規定による施

設）が実施する研修をいう。 

２ この要綱において「看護職員」とは、保健師助産師看護師法第７条の看護師免許を有するも

のとする。 

 

（補助対象事業者） 

第３条 本補助金の対象事業者は、感染管理認定看護師養成研修を受講する看護職員を雇用して

いる新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関（以下、「医療機関」という。）とする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 本補助金の対象経費は、前条の看護分野において当該年度に医療機関が支出する以下に

掲げる経費とする。 

一 入学検定料、入学金、授業料、実習料、交通費及び宿泊費（以下「旅費」という） 

二 研修に要する図書費及び教材費 

三 研修を受講する看護職員の代替看護職員の賃金及び諸手当 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の４分の３の額とする。（１，０００円未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てた額）ただし、補助金の上限は、一人あたり１，５００，０００円

とする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第６条 感染管理認定看護師養成研修を修了することを条件として付す。 

２ 感染管理認定看護師養成研修を修了した看護職員が、認定審査に合格したときは、別記様式

第１２号により医療対策課長へ報告するものとする。 

 

（医療機関及び職員の責務） 

第７条 本補助金の交付を受けた医療機関は、本補助金の交付を受けて感染管理認定看護師資格

を取得した看護職員（以下「県支援認定看護師」という。）に対して、他の医療機関等から研

修会講師や技術指導の実施について要請があった場合には、県支援認定看護師が要請に応じら

れるよう配慮しなければならない。 

 

 



２ 県支援認定看護師は、前項の要請に応じるなど看護技術の普及啓発に努めるものとし、補助

金を申請した年度の翌年度から３年間、毎年その活動について、別記様式第１１号により知事

に報告しなければならない。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 規則第４条の規定による補助金交付申請は、別記様式第１号によるものとする。 

２ 補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定めるとおりとする。 

 

（決定の通知） 

第９条 規則第５条の規定による補助金の交付の決定通知は、補助金交付決定通知書により行う

ものとする。 

 

（補助事業の内容等の変更） 

第１０条 規則第６条第１項に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。 

 一 この補助金の交付決定後の交付申請額の変更 

 二 受講者の変更 

２ 規則第６条第１項の規定による補助金の変更等の承認申請は、別記様式第４号によるものと 

する。 

  

（申請の取り下げ） 

第１１条 規則第８条第１項に規定する申請の取り下げをすることができる期間は、交付決定の

通知を受けた日から起算して１５日以内とする。 

 

（実績報告） 

第１２条 規則第１３条の規定による補助事業実績報告書は、別記様式第７号によるものとする。 

２ 補助事業者は、規則第１３条の規定による補助事業実績報告書を、当該年度の３月３１日ま

でに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金額の確定通知書により行

うものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１４条 規則第１６条第２項の規定による補助金請求書は、別記様式第１０号によるものとす

る。 

 

（関係書類の整備） 

第１５条 補助事業者は、この事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を

備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して、

５年間保管しなければならない。 

 

（消費税仕入控除税額の報告） 

第１６条 補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した 

場合は、速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 前項の報告があった場合には、知事は当該仕入控除税額の全部又は一部に相当する金額を納 

付させることがある。 



（実施細則） 

第１７条 この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年４月１日以降に受講する認定看護師養

成研修から適用する。 

   


